
委託業務処理要領

１ 目的

本要領は、自家用電気工作物（以下｢電気工作物｣という ）の保安管理業務に関する委託契。

約の内容について、統一的な解釈及び運用を行うため必要な事項を定めたものである。

２ 保安管理業務の対象

⑴ 施 設 名 北海道警察学校北見方面分校

所 在 地 北見市中央三輪７丁目446番地69

設備容量 低圧設備 １式

非常用予備発電装置 39.0 KVA

⑵ 施 設 名 北海道警察学校北見方面分校けん銃射撃場

所 在 地 北見市中央三輪８丁目15番地３

設備容量 95 KVA（最大出力 72 KW）

３ 処理方法

経済産業省｢主任技術者制度の解釈及び運用（内規）｣（最新改定版による）の規定による

ほか、この処理要領により実施するものとする。

４ 監督官庁への届出等

乙は、北海道産業保安監督部長への届出、申請等を適切に行うこと。

５ 業務の実施

⑴ 月次点検及び年次点検

、 、 。月次点検 年次点検の実施に当たっては あらかじめ別紙１｢点検予定表｣を提出すること

⑵ 臨時点検

事故発生時の緊急出動は、休日、夜間にかかわらず行うものとし、これに伴う費用は乙の

負担とする。

⑶ 点検に必要な機材等は、すべて乙が負担すること。

６ 点検項目等

別記「自家用電気工作物点検業務仕様書」による。

７ 業務処理責任者及び保安業務担当者等

委託契約書第５条第１項により、業務処理責任者等を定め、甲に通知する際は、同条２項で

定めるとおり保安業務担当者及び保安業務従事者が電気事業法施行規則に適合する者であるこ

とを証明する書類を添付すること。

また、保安業務担当者及び保安業務従事者を変更した場合も同様とする。



８ 点検結果の報告

⑴ 月次点検

「 」 、 。別紙２ 自家用電気工作物点検報告書 に別紙３－１ ３－２を添付して報告すること

また、４月・５月分、６月・７月分、８月・９月分、10月・11月分、12月・１月分につい

ては翌月速やかに、２月・３月分については３月31日に報告すること。

⑵ 年次点検

翌月速やかに、月次点検報告に別紙４－１、４－２、４－３、４－４を添付して報告す

ること。

９ その他

委託業務にあたり、下記を遵守するとともに、不明な点は業務担当員と協議の上、実施する

ものとする。

⑴ 業務処理責任者等が、保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施すること。

⑵ 業務処理責任者等は、工事期間中の点検、月次点検又は年次点検の結果から、技術基準へ

の不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等を甲に指示又は助言す

ること。

⑶ 工事期間中は、月次点検にて定めている外観点検を行い、電気工作物の施工状況及び技術

基準への適合状況の確認を行うこと。

⑷ 事故又は故障発生時に、次のアからエまでに掲げる処置を行うこと。

ア 事故又は故障の発生や発生のおそれがある旨の連絡を甲又は業務担当員から受けた場合

は、業務処理責任者等が、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示

を行う。

イ 業務処理責任者等は、事故又は故障の状況に応じて、臨時点検を行うこと。

ウ 事故又は故障の原因が判明した場合は、業務処理責任者等が、同様の事故又は故障を再

発させないための対策について、甲に指示又は助言を行う。

エ 電気関係報告規則（昭和40年通商産業省令第54号）に基づく事故報告を行う必要がある

場合は、業務処理責任者等が、甲に対し、事故報告するよう指示を行う。



委託業務処理要領

１ 目的

本要領は、自家用電気工作物（以下｢電気工作物｣という ）の保安管理業務に関する委託。

契約の内容について、統一的な解釈及び運用を行うため必要な事項を定めたものである。

２ 保安管理業務の対象

⑴ 施設名 北海道警察学校函館方面分校及びけん銃射撃場

所在地 函館市金堀町48番２号

設備容量 125 KVA（最大出力 90 KW）

非常用予備発電装置 50.0 KVA

⑵ 施設名 北海道警察学校旭川方面分校

所在地 旭川市住吉７条１丁目3867番３

設備容量 低圧設備 １式

非常用予備発電装置 39.0 KVA

⑶ 施設名 北海道警察学校旭川方面分校けん銃射撃場

所在地 旭川市住吉７条１丁目3867番３

設備容量 105 KVA（最大出力 78 KW）

⑷ 施設名 北海道警察学校釧路方面分校及びけん銃射撃場

所在地 釧路市大楽毛南２丁目２番９号

設備容量 125 KVA（最大出力 90 KW）

非常用予備発電装置 39.0 KVA

⑸ 施設名 北海道警察学校北見方面分校

所在地 北見市中央三輪７丁目446番地69

設備容量 低圧設備 １式

非常用予備発電装置 39.0 KVA

⑹ 施設名 北海道警察学校北見方面分校けん銃射撃場

所在地 北見市中央三輪８丁目15番地３

設備容量 95 KVA（最大出力 72 KW）

３ 処理方法

経済産業省｢主任技術者制度の解釈及び運用（内規）｣（最新改定版による）の規定による

ほか、この処理要領により実施するものとする。

４ 監督官庁への届出等

は、北海道産業保安監督部長への届出、申請等を適切に行うこと。乙

５ 業務の実施

⑴ 月次点検及び年次点検

月次点検、年次点検の実施に当たっては、各方面分校ごとにあらかじめ別紙１｢点検予

定表｣を提出すること。

⑵ 臨時点検

事故発生時の緊急出動は、休日、夜間にかかわらず行うものとし、これに伴う費用は受

託者の負担とする。

⑶ 点検に必要な機材等は、すべて が負担すること。乙



６ 点検項目等

別添｢自家用電気工作物点検業務仕様書｣による。

７ 業務処理責任者及び保安業務担当者等

により、業務処理責任者等を定め、 に通知する際は、同条２項委託契約書第５条第１項 甲

で定めるとおり保安業務担当者及び保安業務従事者が電気事業法施行規則に適合する者であ

ることを証明する書類を添付すること。

また、保安業務担当者及び保安業務従事者を変更した場合も同様とする。

８ 点検結果の報告

月次点検を行ったときは、その結果を各方面分校ごとに別紙２及び別紙３－１、３－２に

記載し、年次点検を行ったときは、月次点検報告と併せて別紙４－１、４－２、４－３、

４－４を添付する。

９ その他

委託業務にあたり、下記を遵守するとともに、不明な点は業務担当員と協議の上、実施す

るものとする。

⑴ 業務処理責任者等が、保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施すること。

⑵ 業務処理責任者等は、工事期間中の点検、月次点検又は年次点検の結果から、技術基準

への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等を に指示又は助甲

言すること。

⑶ 工事期間中は、月次点検にて定めている外観点検を行い、電気工作物の施工状況及び技

術基準への適合状況の確認を行うこと。

⑷ 事故又は故障発生時に、次のイからニまでに掲げる処置を行うこと。

イ 事故又は故障の発生や発生のおそれがある旨の連絡を 又は業務担当員から受けた場甲

合は、業務処理責任者等が、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する

指示を行う。

ロ 業務処理責任者等は、事故又は故障の状況に応じて、臨時点検を行うこと。

ハ 事故又は故障の原因が判明した場合は、業務処理責任者等が、同様の事故又は故障を

再発させないための対策について、 に指示又は助言を行う。甲

ニ 電気関係報告規則（昭和40年通商産業省令第54号）に基づく事故報告を行う必要があ

る場合は、業務処理責任者等が、 に対し、事故報告するよう指示を行う。甲


